
四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和６年９月３０日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第６９号 

   四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成３０年四日市市規則

第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表第３（第１３条関係） 

  設備器具等利用料金の上限額 

 施設名 種別 単位 金額（円） 備考  

 （略）  

 三滝テニス

コート、楠テ

ニスコート 

（略）  

 照明装置 １面１時間 １１０   

 （略）  

 （略）  

 備考 

 （略） 

 

改正前 

別表第３（第１３条関係） 

  設備器具等利用料金の上限額 

 施設名 種別 単位 金額（円） 備考  

 （略）  

 三滝テニス

コート、楠テ

ニスコート 

（略）  

 照明装置 三 滝 テ ニ

スコート 

１面１時間 ５３０   



 楠 テ ニ ス

コート 

１面１時間 １１０  

 （略）  

 （略）  

 備考 

 （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

別表第３の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限

額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従

前の例による。 

                     （シティプロモーション部スポーツ課） 


